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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 6月 22日 (2007.6.22)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 遊 技 店 に

　 前 記 決 済 処 理 に 係 わ る 利 用 制 限 情 報 憶 す る 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 デ ビ ッ ト 端 末 か ら に 際 し て 、 該 決 済 処 理 が 前 記 記 憶 手 段
に 記 憶 さ れ た 前 記 利 用 制 限 情 報 で 規 定 さ れ る 利 用 限 度 範 囲 内 で あ る か 否 か を 判 定 す る 判 定
手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 決 済 処 理 が 前 記 利 用 限 度 範 囲 内 で な い と 判 定 さ れ た 場 合 は 前 記
決 済 要 求 に 基 づ く 決 済 処 理 を 規 制 手 段 と
　 を 具 備 す ビ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　

設 け ら れ た デ ビ ッ ト 端 末 と 公 衆 回 線 を 介 し て 接 続 さ れ る と と も に 、 ネ ッ
ト ワ ー ク を 介 し て デ ビ ッ ト カ ー ド 発 行 銀 行 に 接 続 さ れ 、 前 記 デ ビ ッ ト 端 末 か ら 送 信 さ れ た
指 定 金 額 を 含 む 決 済 要 求 を 受 け 付 け 、 該 受 け 付 け た 決 済 要 求 に 基 づ き 前 記 遊 技 店 に お け る
デ ビ ッ ト カ ー ド を 用 い た 決 済 処 理 を 前 記 デ ビ ッ ト カ ー ド 発 行 銀 行 に 依 頼 す る 情 報 処 理 セ ン
タ を 有 す る デ ビ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 情 報 処 理 セ ン タ は 、

を 記
の 前 記 決 済 要 求 の 受 け 付 け

禁 止 す る よ う に 規 制 す る
る デ

前 記 遊 技 店 に は 、
　 有 価 価 値 が 関 連 付 け ら れ た 記 録 媒 体 を 発 行 す る 媒 体 発 行 機 と 、
　 前 記 媒 体 発 行 機 か ら 発 行 さ れ た 記 録 媒 体 を 受 け 入 れ 、 該 有 価 価 値 に 基 づ い て 遊 技 媒 体 を
貸 し 出 す 処 理 を 行 う 記 録 媒 体 処 理 装 置 と 、
　 前 記 遊 技 媒 体 を 用 い て 遊 技 を 行 う 遊 技 機 と
　 が 設 け ら れ 、
　 前 記 デ ビ ッ ト 端 末 は 、
　 デ ビ ッ ト カ ー ド か ら カ ー ド 情 報 を 読 み 取 り 、 前 記 媒 体 発 行 機 か ら 発 行 す る 記 録 媒 体 に 関
連 す る 有 価 価 値 を 前 記 指 定 金 額 と す る 決 済 要 求 を 前 記 情 報 処 理 セ ン タ に 送 信 す る



デ ビ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　

２ 記 載 の デ ビ
ッ ト カ ー ド シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　

記 載 の デ ビ ッ ト カ
ー ド シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 上 記 問 題 点 を 解 消 し 、 遊 技 場 内 に 設 置 さ れ た デ ビ ッ ト 端 末 で の 決 済 金 額 を 制 限
す る こ と に よ り 、 遊 技 客 を 遊 技 に の め り 込 ま せ る こ と を 抑 制 で き る デ ビ ッ ト カ ー ド シ ス テ
ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 １ の 発 明 は 、 複 数 の 遊 技 店 に

前 記 決 済 処 理 に 係 わ る 利 用 制 限 情 報 憶 す る 記 憶 手 段 と 、
前 記 デ ビ ッ ト 端 末 か ら に 際 し て 、 該 決 済 処 理 が 前 記 記 憶 手 段 に
記 憶 さ れ た 前 記 利 用 制 限 情 報 で 規 定 さ れ る 利 用 限 度 範 囲 内 で あ る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手
段 と 、 前 記 判 定 手 段 に よ り 前 記 決 済 処 理 が 前 記 利 用 限 度 範 囲 内 で な い と 判 定 さ れ た 場 合 は
前 記 決 済 要 求 に 基 づ く 決 済 処 理 を
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
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　 請 求 項 １ 記 載 の

前 記 デ ビ ッ ト 端 末 は 、
　 前 記 媒 体 発 行 機 と 一 体 化 し た 遊 技 料 金 処 理 ユ ニ ッ ト 内 に 設 け ら れ る 請 求 項

前 記 利 用 制 限 情 報 は 、
　 一 定 期 間 内 の 利 用 上 限 金 額 、 一 定 期 間 内 の 利 用 上 限 回 数 、 １ 回 の 利 用 に お け る 上 限 金 額
、 １ 回 の 利 用 に お け る 下 限 金 額 の う ち の 少 な く と も １ つ を 含 む 請 求 項 １

　 前 記 情 報 処 理 セ ン タ は 、
　 前 記 遊 技 店 の 識 別 情 報 に 対 応 し て 該 デ ビ ッ ト カ ー ド を 用 い た 決 済 処 理 の 利 用 実 績 を 記 憶
す る 利 用 実 績 記 憶 手 段
　 を 具 備 し 、
　 前 記 判 定 手 段 は 、
　 前 記 利 用 実 績 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 利 用 実 績 お よ び 前 記 前 記 デ ビ ッ ト カ ー ド の 識 別 情 報
に 基 づ き 、 前 記 決 済 処 理 が 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 利 用 制 限 情 報 で 規 定 さ れ る 利 用 限 度
範 囲 内 で あ る か 否 か の 判 定 を 行 う 請 求 項 １ 記 載 の デ ビ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム 。

設 け ら れ た デ ビ ッ ト 端 末
と 公 衆 回 線 を 介 し て 接 続 さ れ る と と も に 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て デ ビ ッ ト カ ー ド 発 行 銀 行
に 接 続 さ れ 、 前 記 デ ビ ッ ト 端 末 か ら 送 信 さ れ た 指 定 金 額 を 含 む 決 済 要 求 を 受 け 付 け 、 該 受
け 付 け た 決 済 要 求 に 基 づ き 前 記 遊 技 店 に お け る デ ビ ッ ト カ ー ド を 用 い た 決 済 処 理 を 前 記 デ
ビ ッ ト カ ー ド 発 行 銀 行 に 依 頼 す る 情 報 処 理 セ ン タ を 有 す る デ ビ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム で あ っ
て 、 前 記 情 報 処 理 セ ン タ は 、 を 記

の 前 記 決 済 要 求 の 受 け 付 け

禁 止 す る よ う に 規 制 す る 規 制 手 段 と を 具 備 す る 。



　 ま た 、 請 求 項 ２ の 発 明 は 、

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ の 発 明 は 、 請 求 項 の 発 明 に お い て 、

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ の 発 明 は 、 請 求 項 の 発 明 に お い て 、

　
　

【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 遊 技 シ ス テ ム の 全 体 構 成 を
示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 本 発 明 の シ ス テ ム の 構 成 上 の 特 徴 と し て 、 上 記 各 島 ３ ０ の 構 成 要 素 と し て 更 に デ ビ ッ ト
端 末 ８ 追 加 さ れ て い る 。 こ の デ ビ ッ ト 端 末 ８ ０ は 、 図 １ に 示 す 如 く 、 カ ー ド 発 行 機 ６
０ に 隣 接 し て 設 置 さ れ 、 か つ 当 該 カ ー ド 発 行 機 ６ ０ と 通 信 路 で 接 続 さ れ て い る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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請 求 項 １ の 発 明 に お い て 、 前 記 遊 技 店 に は 、 有 価 価 値 が 関 連
付 け ら れ た 記 録 媒 体 を 発 行 す る 媒 体 発 行 機 と 、 前 記 媒 体 発 行 機 か ら 発 行 さ れ た 記 録 媒 体 を
受 け 入 れ 、 該 有 価 価 値 に 基 づ い て 遊 技 媒 体 を 貸 し 出 す 処 理 を 行 う 記 録 媒 体 処 理 装 置 と 、 前
記 遊 技 媒 体 を 用 い て 遊 技 を 行 う 遊 技 機 と が 設 け ら れ 、 前 記 デ ビ ッ ト 端 末 は 、 デ ビ ッ ト カ ー
ド か ら カ ー ド 情 報 を 読 み 取 り 、 前 記 媒 体 発 行 機 か ら 発 行 す る 記 録 媒 体 に 関 連 す る 有 価 価 値
を 前 記 指 定 金 額 と す る 決 済 要 求 を 前 記 情 報 処 理 セ ン タ に 送 信 す る 。

２ 前 記 デ ビ ッ ト 端 末 は 、 前 記 媒 体 発
行 機 と 一 体 化 し た 遊 技 料 金 処 理 ユ ニ ッ ト 内 に 設 け ら れ る 。

１ 前 記 利 用 制 限 情 報 は 、 一 定 期 間 内
の 利 用 上 限 金 額 、 一 定 期 間 内 の 利 用 上 限 回 数 、 １ 回 の 利 用 に お け る 上 限 金 額 、 １ 回 の 利 用
に お け る 下 限 金 額 の う ち の 少 な く と も １ つ を 含 む 。

ま た 、 請 求 項 ５ の 発 明 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に お い て 、 前 記 情 報 処 理 セ ン タ は 、 前 記 遊 技
店 の 識 別 情 報 に 対 応 し て 該 デ ビ ッ ト カ ー ド を 用 い た 決 済 処 理 の 利 用 実 績 を 記 憶 す る 利 用 実
績 記 憶 手 段 を 具 備 し 、 前 記 判 定 手 段 は 、 前 記 利 用 実 績 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 利 用 実 績 お よ
び 前 記 前 記 デ ビ ッ ト カ ー ド の 識 別 情 報 に 基 づ き 、 前 記 決 済 処 理 が 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ
た 利 用 制 限 情 報 で 規 定 さ れ る 利 用 限 度 範 囲 内 で あ る か 否 か の 判 定 を 行 う 。

に 係 わ る デ ビ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム を 適 用 し た

０ が



【 ０ ０ ４ ５ 】
　 ま た 、 こ の デ ビ ッ ト 端 末 ８ ０ は 、 パ チ ン コ 店 ３ の 店 外 に お い て 、 公 衆 回 線 網 ４ を 介 し て
情 報 処 理 セ ン タ 接 続 さ れ て い る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ １ 】
　 こ の デ ビ ッ ト カ ー ド に よ る 決 済 の 制 限 を か け る 処 理 を 行 う 部 分 と し て は 、 後 で 述 べ る よ
う に 、 デ ビ ッ ト カ ー ド シ ス テ ム 内 の 情 報 処 理 セ ン タ ５ と す る こ と が で き る し 、 デ ビ ッ ト 端
末 ８ ０ 若 し く は 会 員 管 理 シ ス テ ム （ 会 員 管 理 用 Ｔ ／ Ｃ ） と す る こ と も で き る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ １ ７ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 で は 、 デ ビ ッ ト 端 末 ８ ０ と カ ー ド 発 行 機 ６ ０ を 独 立 に 設 け た が 、 こ れ ら
を １ ユ ニ ッ ト （ 請 求 遊 技 料 金 処 理 ユ ニ ッ ト に 相 当 ） 内 に 一 体 化 し た 構 造 と し て も 良 い
。
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５ に

１ ０

項 の
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